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本書の利用ガイド

問題編

避難等の措置
行政法―012

次は、警察官職務執行法（以下「警職法」という。）4条に規定する避難等の措置
についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　警職法4条の措置は、「危険な事態」であれば、その状態の適法性や正当性の
有無を問わず対象となるが、本人が自らの意思でその原因を作り出した場合はこ
れに含まれない。

2�　道路交通法6条 4項に基づく警察官等の交通規制や、災害対策基本法61条 1
項に基づく警察官等の避難の指示は、警職法4条の規定に優先して適用される。

3�　警告は、相手方に必要な行為を行うよう指導等するものにとどまり、それに従
う法的義務を課すものではない。

4�　警察官は、危険な事態があって急を要する場合、通常必要と認められる措置を
とることを命じることができるが、その命令の対象は、管理者等その事態の発生・
収拾について責任を有する者に限られない。

5�　警察官は、危険な事態があって急を要する場合、自ら危害防止のために通常必
要と認められる措置をとることができる。

1�　警職法 4条 1項の「危険な事態」には、本人が危険を引き起こした場合も含ま
れる。例えば、自衛隊の実弾演習場に演習を妨害する意図で入り込んだ者に対し
て、具体的に危険が及ぶおそれがあれば、警職法 4条に基づいて強制的に演習場
の外へ連れ出すことができる。
　　　　　　2枝文にあるような特別法の規定が優
先的に適用され、警職法 4条に基づく権限は補充的
に行使されるにとどまる。3警告は、いわゆる行政
指導に当たり、対象者はこれに従う法的義務を負わ
ない。4命令の対象には、事態の発生・収拾に係る
責任者のほか、「その場に居合わせた者」も含まれる
（警職法 4条 1項）。
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ワンポイント教養

行政法―012

避難等の措置

避難等の措置で、警告にとどまらず、必要な措置を 
とる場合、どのようなことができるか？  

危険な事態に加え、特に急を要する場合に必要な措置をとることができま
す。どのようなことができるかについては、下の図表を確認してください。
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ワンポイント教養

① 引き留める
② 避難させる

危険な事態
＋

特に急を要する場合

危害を受ける
おそれのある者

その場に居合わせた者、
その事物の管理者その他
関係者

④ 警察官自ら、③の
　 措置をとる  

③ 危害防止のため
　 通常必要と認められる
　 措置を命令する  

【状況】 【措置の相手方】 【とり得る措置】

内容 性質

① 引き留める

危険な場所に立ち入らないように抑
止する
 例 隊列を組んで阻止線を張り、交通
 を遮断する

相手方の意思にかかわらず強制的に
行うことができる
（即時強制）

② 避難させる 危険な場所から退避させる

③ 危害防止の
　 措置命令

社会通念上、危害防止のために通常用
いられる手段をとるよう命令する
 例 破損した広告塔の撤去、野次馬の
 解散

相手方は命令に従う法的義務を負う

④ 危害防止の措置

関係者等に命令するいとまのないと
き、関係者等が命令に従わないとき、
警察官が行うことが適当なとき等に、
警察官自ら、危害防止のための措置を
とる

相手方の意思にかかわらず強制的に
行うことができる
（即時強制）
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法令略称一覧

か 外為法 外国為替及び外国貿易法

行審法 行政不服審査法

行訴法 行政事件訴訟法

刑事収容施設法 刑事収容施設及び被収容者
等の処遇に関する法律

警職法 警察官職務執行法

刑訴規則 刑事訴訟規則

刑訴法 刑事訴訟法

拳銃規範 警察官等拳銃使用及び取扱
い規範

小型無人機等 
飛行禁止法

重要施設の周辺地域の上空
における小型無人機等の飛
行の禁止に関する法律

国際テロリスト 
財産凍結法

国際連合安全保障理事会決
議第千二百六十七号等を踏
まえ我が国が実施する財産
の凍結等に関する特別措置
法

国賠法 国家賠償法

個人情報保護法 個人情報の保護に関する法
律

国公法 国家公務員法

さ 災対法 災害対策基本法

裁判員法 裁判員の参加する刑事裁判
に関する法律

児童虐待防止法 児童虐待の防止等に関する
法律

児童買春禁止法 児童買春、児童ポルノに係
る行為等の規制及び処罰並
びに児童の保護等に関する
法律

児福法 児童福祉法

銃刀法 銃砲刀剣類所持等取締法

ストーカー 
規制法

ストーカー行為等の規制等
に関する法律

精神保健福祉法 精神保健及び精神障害者福
祉に関する法律

た 地公法 地方公務員法

地自法 地方自治法

通信傍受法 犯罪捜査のための通信傍受
に関する法律

DV防止法 配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護等に関する
法律

テロ資金提供 
処罰法

公衆等脅迫目的の犯罪行為
等のための資金等の提供等
の処罰に関する法律

道交法 道路交通法

動物愛護管理法 動物の愛護及び管理に関す
る法律

特定商取引法 特定商取引に関する法律

取調べ監督規則 被疑者取調べ適正化のため
の監督に関する規則

な 入管法 出入国管理及び難民認定法

は 廃掃法 廃棄物の処理及び清掃に関
する法律

犯罪収益 
移転防止法

犯罪による収益の移転防止
に関する法律

犯捜規 犯罪捜査規範

風営法 風俗営業等の規制及び業務
の適正化等に関する法律

不正アクセス禁
止法

不正アクセス行為の禁止等
に関する法律

ま 麻薬特例法 国際的な協力の下に規制薬
物に係る不正行為を助長す
る行為等の防止を図るため
の麻薬及び向精神薬取締法
等の特例等に関する法律

酩酊者規制法 酒に酔つて公衆に迷惑をか
ける行為の防止等に関する
法律

や 行方不明者 
発見活動規則

行方不明者発見活動に関す
る規則
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次は、天皇の地位と権能についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は主権の
存する日本国民の総意に基づいている。
2�　天皇は、内閣総理大臣の指名、最高裁判所長官及び最高裁判所判事の任命、法
律や政令の公布などの国事行為を行う。
3�　天皇の国事行為には、全て内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負
うため、天皇は一切の責任を負わない。
4�　天皇は日本国の象徴であるから、天皇が国事行為を行った場合にはその効果は
日本国に帰属するが、天皇が私人として行った行為についてまでその効果が日本
国に帰属するものではない。
5�　皇室に大きな財産が集中することを防止するため、皇室に財産を譲り渡し、又
は皇室が財産を譲り受ける場合は、国会の議決に基づかなければならない。

2�　「内閣総理大臣の指名」は国会の権能であり（憲法67条 1 項）、「最高裁判所判
事の任命」は内閣の権能（裁判所法39条 2 項）であるため誤り。なお、最高裁判
所長官の任命は、天皇の国事行為である（憲法 6 条 2 項）。
　　　　　　1憲法 1 条。3憲法 3 条。なお、内閣の助言と承認は 1 つの行為であ
り、閣議は 1 回開けばよいとされている。5憲法 8 条。また、全て皇室財産は国に
属し、その費用は予算に計上して国会の議決を経ることとされている（憲法88条）。

正解　２ 

解説と解答

天皇の地位と権能
憲法 ― 001
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憲法―001

天皇の権能

試験によくでる天皇の権能を教えて！ 
. 天皇は、国政に関する権能を有さず、国事行為を行う権能しか有しないものと
されており（憲法4条）、国事行為は憲法6条、7条に規定されています。.
以下に、試験によくでる天皇の国事行為をまとめました。

天皇の国事行為

○正しいもの
例 内閣総理大臣の任命

最高裁判所長官の任命
憲法改正・法律・政令及び条約の公布
国会の召集
衆議院の解散
外国の大使、公使の接受

×よくでる誤り
例 内閣総理大臣の指名

内閣総理大臣の罷免
最高裁判所長官の認証
省令の公布
参議院の緊急集会の召集

内閣総理大臣の指名（正しくは「任命」）、最高裁判所長官の認証（正しくは
「任命」）などは特によくでる誤りです。.
なお、国会の召集や衆議院の解散については、内閣が決定し、天皇が宣旨行
為を行うという形をとっています。天皇が、国会の召集や衆議院の解散につい
て決定できるわけではありません。.

CH
EC

K!

ワンポイント教養
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次は、基本的人権についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　憲法は国民に基本的人権を保障しており、国民はその全ての享有を妨げられず、
基本的人権は侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与え
られる。
2�　基本的人権は、憲法の制定によって初めて与えられる権利であり、国民の不断
の努力によってこれを保持しなければならない。
3�　基本的人権は、自由権、参政権、社会権的基本権、受益権などと分類されるこ
とがあるが、2つ以上の分類にあてはまる複合的な性格を有する人権もある。
4�　憲法は、基本的人権を個別的に列挙する方式をとっているが、それだけに限ら
れるものではなく、個人の人格的生存に不可欠な権利については、憲法13条の
幸福追求権を根拠に認められると解されている。
5�　自由権は、個人の領域を国家が侵害しないことをその本質とし、人権保障の確
立期から基本的人権の中心となる権利であり、精神的自由、経済的自由及び人身
の自由に分けられる。

2�　「憲法の制定によって初めて与えられる権利」は誤り。基本的人権は、前国家的・
前憲法的な性質を有し、憲法はこれを確認しているにすぎない。基本的人権は、
国民の不断の努力によってこれを保持しなければならないという点は正しい（憲
法12条、97条）。

　　　　　　1憲法11条は、人権の固有性、不可侵性、普遍性を示している。3例
えば、教育を受ける権利（憲法26条）は、社会権的基本権に分類されるが、精神的
自由権の側面も持っている。4憲法13条を根拠に認められる新しい人権としては、
プライバシー権などがある。5精神的自由の制約の合憲性は、経済的自由の制約の
合憲性よりも厳格な審査に服するとされている。

正解　２ 

解説と解答

基本的人権
憲法 ― 002

0023

018
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次は、人権享有主体性についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　憲法は、国民に対し、侵すことのできない永久の権利として基本的人権を保障
しているが、日本国民たる要件は法律で定めることとされている。
2�　憲法は、文言上、基本的人権を「国民の権利」としているが、判例は、権利の
性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、我が国に在留
する外国人に対しても等しく基本的人権の保障が及ぶものと解している。
3�　未成年者も国民であるから基本的人権は当然保障されるが、心身ともに発達途
上にあるため、社会的に成熟した人間を想定した権利については、必要最小限度
の制約がなされている。
4�　基本的人権の実質的根拠は個人の尊重にあることから、法律によって人格を付
与されたにすぎない法人については、基本的人権は保障されず、その設立の根拠
となる法律によって法人の権利が定められる。
5�　刑事施設被収容者も基本的人権を享有するが、拘禁目的の実現と施設内の規律
秩序維持のため、必要かつ合理的な限度内でその制限を受ける。

4�　憲法第 3 章に定める国民の権利及び義務の各条項は、性質上可能な限り、内国
の法人にも適用される（最大判昭45.6.24）。なお、権利の性質上、法人に適用さ
れない基本的人権としては、選挙権・被選挙権、一定の人身の自由、生存権等が
挙げられる。

　　　　　　1憲法10条、11条。日本国民たる要件は国籍法が定めている。2最
大判昭53.10.4。3例えば、参政権や飲酒・喫煙の自由が制限されている。5例えば、
喫煙の自由は制限され（最大判昭45.9.16）、新聞の閲読は合理的な範囲で制限され
る（最大判昭58.6.22）。

正解　４ 

解説と解答

人権享有主体性 
憲法 ― 003
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次は、法の下の平等についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　憲法14条 1項は、国民に対し絶対的な平等を保障したものではなく、合理的
な理由なくして差別することを禁止する趣旨であるから、事柄の性質に応じて合
理的な差別取扱いをすることは否定されない。
2�　憲法14条 1項は、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、
経済的又は社会的関係において、差別されないと規定しているが、これらは例示
列挙であると解されている。
3�　判例は、男子の定年年齢を60歳、女子の定年年齢を55歳と定める就業規則は、
専ら女子であることのみを理由として性別による不合理な差別を定めたものとし
て民法90条により無効であるとしている。
4�　判例は、条例による営業規制については、地域によってその取締りに異なる取
扱いがなされることとなるのであるから、法の下の平等に反し憲法14条 1項に
違反するとしている。
5�　判例は、改正前の刑法200条の尊属殺重罰規定については、尊属殺の法定刑
を死刑又は無期懲役のみに限っている点において、その立法目的達成のための必
要な限度をはるかに超え、憲法14条 1項に違反して無効であるとしている。

4�　憲法94条が各地方公共団体の条例制定権を認める以上、地域によって差別を生
じることは当然に予測されるから、かかる差別は憲法自ら容認するところであり、
地域差をもって違憲ということはできない（最大判昭33.10.15）。

　　　　　　1憲法14条 1 項は、絶対的平等ではなく相対的平等であると解されて
いる（最大判昭39.5.27）。2最大判昭39.5.27。3最判昭56.3.24。5最大判昭
48.4.4。なお、尊属殺重罰規定は平成 7 年の改正により削除された。

正解　４ 

解説と解答

法の下の平等
憲法 ― 021
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次は、精神的自由権についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　精神的自由権は、内面的な精神活動の自由と外面的な精神活動の自由に分けら
れ、思想・良心の自由、信教の自由、表現の自由、職業選択の自由及び学問の自
由が含まれる。
2�　憲法19条は思想・良心の自由を保障しているが、一般に、思想と良心を厳密
に区別せず、両者を一括して人間の内面的な精神作用として捉えている。
3�　憲法20条は信教の自由を保障しているが、これには信仰の自由、宗教的行為
の自由、宗教的結社の自由の3つが含まれる。
4�　憲法21条 1項は表現の自由を保障しているが、これには自己実現の価値と自
己統治の価値の2つの価値が含まれていると解されている。
5�　憲法23条は学問の自由を保障しているが、これには学問研究の自由、研究発
表の自由、教授の自由の3つが含まれる。

1�　「職業選択の自由」は誤り。憲法22条 1 項の規定する職業選択の自由は、自ら
が従事する職業を決定する自由であるが、職業は営業などの経済活動として捉え
られ、経済的自由権とされている。

　　　　　　2内面的な精神作用として世界観、国家観、人生観などが挙げられる。
3信仰の自由は内心の自由であるから絶対的に保障されるが、宗教的行為の自由と
宗教的結社の自由は外部的行為を伴うから公共の福祉による制約に服する。4自己
実現の価値は自己の人格を形成・発展させる個人的な価値であり、自己統治の価値
は民意の形成とそれに基づく国政運営がなされるという社会的な価値である。5憲
法23条は主に大学における学問研究を対象としていると解されている。

正解　１ 

解説と解答

精神的自由権
憲法 ― 022
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次は、信教の自由についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　信教の自由とは、自己の信じる宗教を信仰し実践することについて国家権力に
干渉されないことをいう。
2�　宗教的行為については外部的行為を伴うから、公共の福祉による制約に服し、
宗教的行為が違法な有形力の行使に当たる場合には、これを処罰しても信教の自
由の保障に反しない。
3�　宗教団体を結成したりこれに加入したりする宗教的結社の自由については、専
ら憲法21条 1項の結社の自由で保障される権利であり、憲法20条 1項の信教
の自由によっては保障されていない。
4�　憲法20条 3項は国及びその機関はいかなる宗教的活動もしてはならないと規
定しているが、判例は、目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助、
助長、促進又は圧迫、干渉等になる行為が、禁止される「宗教的活動」であると
している。
5�　県知事が大

だい
嘗
じょう
祭
さい
に参列し拝礼した行為は、公権力と宗教とが関わり合いを持つ

ものであるが、天皇に対する社会的儀礼を尽くす目的であり、その効果も特定の
宗教に対する援助又は圧迫等になるものではないから、関わり合いの程度が相当
とされる限度を超えず、政教分離原則に違反しない。

3�　「専ら憲法21条 1 項の結社の自由で保障される権利であり、憲法20条 1 項の信
教の自由によっては保障されていない」は誤り。宗教的結社の自由は、憲法21条
1 項の結社の自由のほか、憲法20条 1 項の信教の自由でもまた保障されている。

　　　　　　2�最大判昭38.5.15。4最大判昭52.7.13。5最判平14.7.11。
正解　３ 

解説と解答

信教の自由 
憲法 ― 023
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次は、思想・良心の自由についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　国家は、特定の思想を強制したり禁止したりすることはできず、また、自己の
思想を告白することを強制してはならないが、単なる思想の調査をする程度のこ
とであれば許されると解されている。
2�　判例は、憲法19条は私人間には直接適用されないと解しており、企業者が特
定の思想、信条を有する者を雇い入れることを拒んでも、当然に違法とすること
はできないと判示している。
3�　公務員に服務の宣誓を行わせることについては、公務員は憲法尊重擁護義務を
負っているのであるから、憲法19条に違反しないと解されている。
4�　判例は、公立小学校で入学式の国歌斉唱の際に、音楽教諭が君が代のピアノ伴
奏をする行為について、特定の思想を有するということを外部に表明する行為で
あるとは評価できないため、憲法19条には違反しないと判示している。
5�　裁判所が新聞紙上に、いわゆる謝罪広告の掲載を命じる判決は、謝罪広告の内
容が単に事態の真相を告白し陳謝の意を表明するにとどまる程度のものであれ
ば、憲法19条に違反しない。

1�　国家は、特定の思想の強制や禁止、思想告白の強制をしてはならないことはも
とより、思想調査をすることも憲法19条により禁止される。憲法19条は自由な
思想形成を保障するものと解される。

　　　　　　2最大判昭48.12.12。3憲法99条。4最判平19.2.27。5謝罪広告
とは、人の名誉や信用を毀損した者がそれを謝罪するために行われる広告であり、
一般には新聞紙上に謝罪広告を掲載する方法でなされる。これが思想及び良心の自
由を侵害するか否かが争われた事案で判例は、単に事態の真相を告白し陳謝の意を
表明するにとどまる程度のものであれば、思想及び良心の自由を侵害しないとする

（最判昭31.7.4）。
正解　１ 

解説と解答

思想・良心の自由
憲法 ― 031

4093
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次は、集会及び結社の自由についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　集会は、多数人が一定の目的のために特定の場所に集合することであるが、憲
法21条 1項は、集会を開催すること、それに参加することについて、公権力の
制約を受けないことを保障する。
2�　公共施設において集会を行おうとする場合において、その集会の目的に反対す
る他のグループが実力で阻止し、妨害しようとして街宣活動をするおそれがある
という程度で施設の利用を不許可にすることは、憲法21条の趣旨に反する。
3�　道路を使用して集団行進をしようとする者に対する道路交通法77条による規
制は、明確かつ合理的な基準を掲げて不許可の場合を厳格に制限しており、合憲
である。
4�　道路におけるデモ行進などの集団示

じ
威
い
行為は、公園などにおける集会と異なり、

公衆の交通の利用との調整が必要であるから、一般的な許可制を定めて事前に抑
制することもやむを得ない規制として許される。
5�　結社は、一定の目的のために多数人が結成する団体であるが、政党など政治的
な結社のほか、経済活動にかかわる株式会社や労働組合、文化的な活動をする社
団法人など多様なものが含まれる。

4�　判例は、行列行進又は公衆の集団示威運動は、本来国民の自由とするところで
あるから、単なる届出制を定めるのではなく、一般的な許可制を定めてこれを事
前に抑制することは、憲法の趣旨に反し許されないとしている（最大判昭
29.11.24）。

　　　　　　1多数人が集合する集会は、民主主義社会における意見表明の手段と
して重要な位置を占める。2不許可には、明らかに差し迫った危険の発生が具体的
に予見される必要があるとされている（最判平 7.3.7）。3道路使用許可制度による
ものである（最判昭57.11.16）。5目的を問わず憲法21条 1 項の結社に含まれると
考えるのが一般である。

正解　４ 

解説と解答

集会・結社の自由
憲法 ― 032
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次は、経済的自由権についての記述であるが、誤りはどれか。
1�　憲法22条 1項は職業選択の自由を保障しているが、選択した職業を遂行する
こともこれに含まれていると考えられるから、いわゆる営業の自由も同項によっ
て保障される。
2�　判例は、経済的自由権に関する限り、精神的自由権に関する場合とは異なって、
社会経済政策の実施の手段として一定の合理的規制措置を講ずることは、もとも
と憲法が予定し許容するところと解している。
3�　憲法29条 1項は、財産権はこれを侵してはならないと規定しているが、これ
は社会的経済的活動の基礎をなす国民の個々の財産権を保障するにとどまると解
されており、財産権を制度として保障することまでは含まれていない。
4�　会社関係者などが未公開情報による株式取引で不正な利益を図る、いわゆるイ
ンサイダー取引を犯罪として禁止する金融商品取引法の規定は、憲法29条 2項
にいう公共の福祉に適合する制限を定めたものであり、同条に違反しない。
5�　暴力団員に対して住宅明渡請求を認める市営住宅条例による居住の制限は、公
共の福祉による必要かつ合理的なものであることが明らかであるから、憲法22
条 1項に違反しない。

3�　「財産権を制度として保障することまでは含まれていない」は誤り。憲法29条
1 項は、財産権と私有財産制度のいずれも保障していると解されている（最大判
昭62.4.22）。

　　　　　　1最大判昭50.4.30。2経済的自由権は積極目的規制にも服するとさ
れている（最大判昭47.11.22）。4本件規定は、証券取引市場の公平性、公正性を
維持するとともに、一般投資家の信頼を確保するためのものとされている（最大判
平14.2.13）。5最判平27.3.27。なお、憲法22条 1 項に規定される居住の自由は、
経済的自由権であるとともに、人身の自由と関連し、精神的自由権の要素も併せ持っ
ているとされている。

正解　３ 

解説と解答

経済的自由権 
憲法 ― 033

4113

478
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